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給与明細の作り方 
 STEP２;給与から差し引く健康保険、介護保険、厚生年金の額 
 

     ここでは給与明細のうち、この部分の記載方法を解説します。 

 

        
    

 

             社会保険料についての基本 

          

     「常時使用する従業員が 5 人以上いる個人事業主」と「すべての法人」は、社会保険へ 

加入義務があります。（※但し加入義務がない個人事業主も任意に加入できます。） 

 

役員を含むすべての正社員、そして一定の条件を満たすパートやアルバイトは毎月の 

給料から社会保険料が差し引かれますが、その金額は「標準報酬月額」という金額が 

      いくらに設定されているかで決まります。 

 

     「標準報酬月額」というのは、分かりやすく言えば “給料金額のランク” です。 

 

個々の従業員の給料ランクがいくらなのかは、事前に日本年金機構（年金事務所）に 

届け出るなどの手続きをしなければいけません。 

 

 

 

ポイント 1 
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             「日割りなし」と「末日在籍」というルールについて 

          

      4 月１日入社の社員からも、4 月 15 日入社の社員からも「4 月分の社会保険料」を 

丸ごと 1 か月分差し引きます。社会保険は日割計算するという概念がないからです。 

 

なお、7 月 28 日に退職した社員からは「7 月分の社会保険料」は差し引かれませんが 

一方で 8 月 3 日に退職した社員からは「7 月分の社会保険料」は差し引かれます。 

その月の末日時点で社保の加入者として在籍するかどうかの違いです。 

 

 

具体的に、毎月 15 日を「締め日」、毎月 25 日を「給料日」と決めている会社が 

「今年４月から、従業員 A を社会保険に加入させることとしました」という場合を見てみましょう。 

 

  （例１）15 日締めの場合 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    
  このＡさんのセリフ。「４月分」の健康保険料や厚生年金は「5/25 にもらう給料から 

差し引き」とあります。この会社の給料計算の締め日が 15 日なので、こうなるのです。 

… では、仮にＡさんの会社が「月末締め、翌月１０日払い」だとしたら??? 

3／16 
4／15 

(締め日) 

4／25 

(給料日) 
Ａ 

5／15 

(締め日) 

5／25 

(給料日) 

3/16～4/15という期間。 

4/30という日付は含まれて 

いません。 

なので、4/1から社会保険に入る手続きを 

しましたが、健康保険料や厚生年金は 

4/25の時点では支払義務がまだないので、 

お給料からも差し引かれていません。 

Ａ 

5/25の給料日の基準は 

4/16～5/15という期間。 

4/30が含まれています。 

よって、４月分の健康保険料や 

厚生年金は 5/25にもらうお給料から 

差し引かれることになります。 

ポイント 2 
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  （例２）末締めの場合     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  
以上のように、月末で給料計算を締め切って、直ちにその月末の日に給料を払うことでもしない限り、 

 ４月分の社会保険料 → ５月に支給する給料から差し引き のように差引タイミングが翌月に 

ズレることが一般的です。 

  

 もちろん、会社によっては「ややこしいので４月分の社会保険料は４月に支給する給料から差し引く!」 

 というように、社会保険の加入月と差引開始月を同じにしているケースもあります。 

 （※この辺を詳しく話すとキリがないので、ここは割愛します。） 

 

 

 では、次ページ以降で実際に給料明細の社会保険料（健康保険、介護保険、及び厚生年金）の 

 欄を記入していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4／1 
4／30 

(締め日) 

5／10 

(給料日) 
Ａ 

5／30 

(締め日) 

4/1～4/30という期間。 

ちょうど最後に 4/30という日付が 

含まれています。 

なので、4/1から社会保険に入る手続きをした 

私は、4/30の時点で健康保険料や厚生年金の 

支払義務があるので、5/10にもらうお給料から 

４月分の社会保険料が差し引かれます。 



永岡玲子税理士事務所、文書作成日；2020年 8月 16日 

 

① まず、日本年金機構から郵送で受け取った 

「標準報酬決定通知書」を確認しましょう。 

 

そして、この金額が「標準報酬」つまり実際に 

給料から差し引く社会保険料の額を決める基準と 

なる金額です。 

   ↓   

 

② 次にこのような保険料額表を用意します。 

（ウェブサイトから入手できます。） 

 

この部分に注意し、必ず給与計算をしている 

月度に合った表を用いましょう。 

※毎年３～４月に料率が変化します。 

   ↓   

 
 

 
 

（40 歳未満の社員の場合） 

 
 

（40 歳以上 65 歳未満の社員の場合） 

 

③ 「標準報酬決定通知書」に記載されている 

金額 190 千円を保険料額表で探します。 

 

そして対象となる従業員が 40 歳未満なら 

の欄の金額を給与明細の「健康保険料」の 

欄に記載します。 

 

一方、対象となる従業員が 40 歳以上 65 歳未満 

の場合は   の欄の金額を給与明細の 

「健康保険料」と「介護保険料」の欄に記載 

します。 

※左記の例でいうと、健康保険料＋介護保険料 

 の合計額が保険料額表の   の金額になる 

ように記載します。 

 

   ↓   
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④ 厚生年金についても同じように、この 

標準報酬決定通知書の金額を参考に、 

当てはまるランクの金額を探し当てます。 

 

※厚生年金の場合は年齢による区分は  

 ありません。 

 

 

 

これで「控除」のうち健康保険料、介護保険料及び厚生年金についての基本形は完成です。 

 


